
l国 眈 劇 眠 曲 圏 臨 麟 ●‐ I
万が―に備えて自転車の保険に加入しましょう.

携帯電話使用中

歩行者に衝突
夜同無灯火で走行中、機帯電話を使用し、その画面に気を取られ、前方を同一方向に

進行中の歩行者に衝突した。

歩行書は転倒し、歩行困難となる後遺障害を負った。

榜帯電話の使用は、前方不注視になつて歩行者に気づくのが遅れ

たり、片手運転のため確実なハンドル ブレーキ操作ができません。

自転車に乗りながらの携帯電話はやめましょう。

歩道ですれ違う

歩行者と接触
歩道上で走行してきた自転車と歩行者がすれ違う際に、自転車のハンドルがショルター

′ヽックの肩ひもに引っかかつた。

歩行者は転倒し、大け″をした。

歩道は歩行者優先です。

歩行者に危険を及ぼす場合は、自転車を止めて歩行者を先に通す

か、自転車から降りて手lllしすべきです。

自憲=も凛0/m藤 穂 素潮距_静 薇 藝奮鐵 う1

tJ:翻しヽ 1ヽ,11::■素 、

2万 円以下の3ヵ月以下の懲役 年以下の健霧

`量

又は

5万 円野の日1金 5万円いの罰金 5万 円いの目1金

自転車は、駐輪場など決められた場所にとめましょう!



嵐繊恵轟食濶燿亙熙磯守懃ましよう
歩道通行ができるのは、

① 道路標識等で指定された場合

② 運転者が児童・幼児(13歳未満)・70歳 以上の高齢者等の場合

③ 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
※警察官等が、指示したときは、歩道通行てきません。

車道を通行する場合Iよ、

道路の左端を通行

歩道を通行する場合は、

①歩行者優先     Jを
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●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

一時停止・安全確認

ルールの無視は直接

交通事故に繋がることを

自党しましょう。

児童・幼児を同乗させる場合に限らず、

児童・幼児が一人で自転車に乗る場合も

必ずヘルメットを潜用

自       に贋けて瘍諏ま画斑已によD
自̈ され自した

(平成21年 7月 1日施行 )

本活動に関するお問合せは078‐ 261‐2395

①幼児2人を同乗させても十分な強度を有すること。

②幼児2人を同乗させても十分な制動性能を有すること。
この6つ の要件を満たす自転車に13

「幼児2人同乗露軍遍含車Jの

幼児2人同乗基準遷含軍

③駐輸時の転倒防止のための操作性及び安定性が確保されていること。    シ_,レが貼付されています。

④ 自転車のフレーム及び幼児用座席が取り付けられる部分(ハンドル、

リヤキャリア等)は十分な剛性を有すること。

⑤走行中にハンドル操作に影響が出るような振動が発生しないこと。

③ 発進時、音 テ時、押し歩き時及び停止時の操f■性、操作性及び安定性   社 団 法 人 自 転 車 協 会

が日果されていること。
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